
登録再生利用事業者 [全事業共通項目]不正転売防止ガイドラインへの対応]  

業界自主基準 現地調査チェックシート 

 

 

1．不正転売防止措置に関する具体的な取組について 実施 不可 今後

検討 

対象

外 

メモ 

不正転売

防止の具

体的な対

策 

社員の持ち帰りや食用利用や転売を禁止し

ているか 

□ □ □ ☑ バラで搬入さ

れており転売

の恐れはない 

社員に誓約書を書かせているか □ □ □ ☑ 厳しくせず、社

員を信用して

いる（信頼関係

構築） 

冷蔵庫がある場合、施錠保管しているか □ □ □ ☑ 冷蔵庫なし 

転売防止の掲示物を掲示しているか □ □ □  ☑ 掲示なし 

タグ管理等により食品廃棄物を区分してい

るか 

□ □ □ ☑ バラで搬入さ

れており転売

の恐れなし 

 □ □ □ □  

 □ □ □ □  

 □ □ □ □  

適正な料

金での受

託 

地域相場を調べて把握しているか（環境省情

報提供） 

☑ □ □ □ 市町村に確認。

北上市 14円、

花巻市 7円、遠

野市 0円、西和

賀町 0円、 

原価計算方法について書類を用いて説明で

きるか 

☑ □ □ □ 決算書に基づ

き説明 

利益上乗せ部分について書類を用いて説明

できるか 

☑ □ □ □ 決算書に基づ

き説明 

調査年月日 調査対象 調査者  

2019/11/28 
会社名 

㈱岩手環境事業センター 

所属 全食リ連 

担当者名 松岡力雄 

 

実施確認の 

結果評価 
評価  可・不可 



地域における一般的な処理料金の半値程度

を下回る価格で受託していないか 

☑ □ □ □ 地域相場に基

づき説明 

処理料金を公示（掲示）しいているか ☑ □ □ □ 掲示物により

明示している 

適正処理料金受託のため排出事業者への理

解・努力している内容を説明できるか 

☑ □ □ □ 収集運搬業者

を経由して説

明 

 □ □ □ □  

 □ □ □   

 □ □ □   

  

①特徴として、受け入れている食品廃棄物は混合物やバラ物が多く、不正転売しにくいも

のがほとんどであり、また、受け入れた食品廃棄物は、即日処理を実施している。 

②社員の持ち帰りや食用利用や転売禁止については、不正転売防止のため、社員教育の場

で啓発を行っている。 

③転売禁止掲示板を掲示することは必要としない。社員を信用している。そのことが掲示

物より重要と考えている。 

④タグ管理については、保管施設はなく、即日処理を実施しているため不要。 

・適正な料金での受託について 

①地域相場については、地元市町村価格が基準となり、その金額を上回らない金額が地域

相場となっている。 

②地元、市町村の処理単価の把握については、２年後ごとの更新時に通知が来るので把握

している。 

③原価計算の算出方法は、決算書から計算している。収入比率に関しては、濱田製作所部

門（プラント設計部門）と㈱岩手環境事業センター（食品リサイクル事業）が概ね、半々

である。これらの事業売上げ合計から原価計算を算出している。市町村価格を上回らない

価格で利益率を設定し、処理単価を決定している。 

④、地域相場の一般的な処理料金の半値以下では受託していない。（上記、①、②、③によ

り、原価を下回るような安価な受託を防止している。） 

⑤処理料金については、場内掲示の印刷物により公示している。 

⑥排出事業者と適正処理料金に関する話し合いは、収集運搬業者を通じて、新規契約及び

更新契約時の話し合いにより、上記①、②、③、④を考慮した上で見積書を提示し、両者

合意のもと委託契約書において締結している。 

 


